


B SE問題などを契機に食の安全を
求める世論が高まると、食品安

全委員会が設置され、食品衛生法や
JAS法などが改正されました。このと
き、食品衛生法第三条に「食品等事業
者の責務」が初めて明記されました。
　その一部を引用すると「自らの責任
においてそれらの安全性を確保するた
め、販売食品等の安全性の確保に係る
知識及び技術の習得、販売食品等の原
材料の安全性の確保、販売食品等の自
主検査の実施その他の必要な措置を講
ずるよう努めなければならない」と
いった具合です。
　これを読むかぎり、努力目標のよう
に書かれていますが、現在の社会情勢
を考慮すれば、これは食品等事業者の
義務とも言えるでしょう。何か問題が
あれば、それは事業者の責任となって
しまうのです。
　食品衛生法第三条には「必要な情報
に関する記録を作成し、これを保存す
るよう努めなければならない」との記
載もあります。記録が保存されていな
い会社は、社会的信用を失うと言って
も過言ではないでしょう。
　記録の作成や保存に関しては国がガ

イドラインを示しています。具体的
には、「既に流通している食品等の遡
及調査を迅速かつ適確に行うため、生
産・製造・販売等を行う食品等事業者
が、それぞれの仕入元及び出荷・販売
先等に係る記録を作成・保存する」あ
るいは「食中毒の早期の原因究明に資
するため、殺菌温度や保管時の温度等
の製造・加工・保管等の状態の記録を
作成・保存する」といった内容です。
記録保存事項についても、例えば、原
材料の仕入年月日、仕入時の検品をし
た場合の外観、表示、温度等の記録と
いった具合に指針が示されています。
　記録の保存期間については、取り扱
う食品の流通実態に応じて合理的な期
間を設定することとしており、具体的
には、消費期限または賞味期限にプラ
スアルファした期間は保存しておくと
よいでしょう。
　また、何か食品衛生上の問題が発生
した場合、該当する製品を迅速かつ適
切に回収できるよう、回収に係る責任
体制、具体的な回収の方法、当該施設
の所在する地域を管轄する保健所等へ
の報告等の手順をあらかじめ定めてお
くようにしてください。

　回収等を行う際は、該当製品を販売
した店頭で告知したり、新聞広告を利
用して公表するなどして、消費者への
注意喚起を行いましょう。
　製造、加工又は輸入した食品等に関
する消費者からの健康被害があった場
合や食品衛生法に違反する食品等に関
する情報については、保健所等へ速や
かな報告が必要です。
　食品等事業者は製造、加工、調理、
販売が衛生的に行われるよう、社員ら
に十分な衛生教育を施してください。
教育訓練は衛生管理を徹底するために
はとても重要です。定期的に繰り返
し、教育するようにしてください。

万一に備え、国のガイドラインに沿って
しっかりと記録の作成、保存を

　NPO法人北陸HACCPシステム研究会は1月18日（月）、
19日（火）、23日（土）の3日間にわたって、富山県生活協同
組合本部会議室で「第9回HACCP実務者養成講座」を開催
しました。講座は産官学の第一線に立つ研究者らが講師を
務め、HACCPシステムの基礎から計画立案・運用までの

ノウハウを修得しようと、食品製造などに従事する20名が
受講しました。
　期間中、「HACCP関連用語と考え方」「防虫・防鼠対
策」「洗浄・殺菌」など、12講座が催され、最後日には
受講生一人ひとりがHACCPシステムプランを作成し、

複雑化する食品表示などについて講義
「第9回HACCP実務者養成講座」を開催

「HACCP実務者養成講座修了証」を受け取りました。
　HACCP実務者養成講座は、同研究会が全国に先駆けて
平成11年から取り組んでいる事業です。これまで180名を超
える修了生を送り出し、安全・安心な食品の供給に貢献し
ています。

受講者は安全・安心な食品の提供に向け、各分野の専門家の講義に耳を傾けました

富山県厚生部生活衛生課　主幹
食品乳肉係長 
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平 成19年、20年は食品の表示に関
する事件、健康に被害を与え

るような事件が立て続けに起こりまし
た。では、なぜ表示の問題が重要視さ
れるのでしょうか。それは、この半世
紀で、例えば冷凍保存やレトルト加工
など、食を取り巻く環境が大きく変化
すると同時に、調理済みの加工食品の
消費拡大など、食生活が変化したこと
で、食品の情報に対する関心が高まっ
たからです。
　平成21年度版の食料・農業・農村白
書によると、ここ5年間で原産地表示
など生鮮食品の不適正表示比率はどん
どん減っています。一方で、消費者
から食品表示110番への問い合わせは
年々増えており、表示への関心の高ま
りを表していると言えるでしょう。
　加工食品、生鮮食品等の食品表示に
関する主な法律は、JAS法、食品衛生
法、健康増進法です。それ以外にも、
景品表示法、不正競争防止法などたく
さんの法律がかかわっています。
　JAS法はすべての飲食料品の品質に
関する表示について、製造者が守るべ
き基準を定めたものであり、生鮮食品
や加工食品、遺伝子組み換え食品につ

いて、それぞれ品質表示基準が設けら
れています。食品衛生法はこれに加
え、食品の安全性を確保するため、添
加物やアレルギー物質に関する表示の
基準を定めています。
　また、健康増進法では特別用途や栄
養成分に関する表示基準を定めてい
ます。特別用途表示とは、オリゴ糖を
多く含んでいてお腹の調子を整えると
いった効果が期待できる特定保健用食
品やアレルゲン除去食品などの特別用
途食品についての表示です。
　いくつかポイントを紹介しましょ
う。加工食品では、原材料名は使用量
が多いものから順に記載しています。
基本的には原材料の原産地表示は必要
ありません。ただし、乾燥、塩蔵した
だけの加工度が低い食品や原材料に占
める重量割合が50％以上の原料につい
ては、原産地を表示する必要がありま
す。
　アレルギー物質の表示は卵、乳、小
麦など7品目に表示義務があります。
それ以外に、あわび、いか、いくらな
ど18品目が任意表示となっています。
　消費者にとって関心の高い期限表示
には消費期限と賞味期限があります。

消費期限は比較的短期間に劣化、腐敗
しやすい加工食品に表示します。賞味
期限は比較的長期間保存可能な加工食
品に表示します。期限は、製造者が
個々の商品の品質変化を理化学試験や
微生物試験など、客観的な指標をもと
に設定します。
　食品表示は、ひとつの商品にいろん
な法律がかかわってきますが、現在で
は、昨年設立された消費者庁が中心と
なり、厚生労働省や農林水産省などと
連携して、企画立案、執行を行うよう
になりました。最新情報については消
費者庁のホームページで確認してくだ
さい。

商品選択や安全確保に高まる関心
JAS法、食品衛生法、健康増進法などが規定

「食品の表示」

（株）KOフードテック代表取締役 

大塚 耕太郎氏
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「食品の衛生管理」




